
◆ 見守りに関する取り組み 

栄養改善・見守り配食事業・食の自立支援事業（配食サービス） 

内 容 

食事の調理が困難な高齢者等に対し、1日 2食（昼・夕）を限度に配食を行います。

栄養のバランスのとれた食事を提供することで健康維持、安否確認、孤立感の解消

を図っています。 

対 象 

65歳以上の独居高齢者、高齢者世帯、または障がい等の理由で、食事の調理が困難

で栄養改善及び安否確認が必要な方 

※対象者の決定には審査があります 

自 己 負 担 普通食 1食 420円～ ※普通食以外は追加料金が発生します 

問 い 合 わ せ 
東温市 長寿介護課   ☎ ９６４－４４０８ 

東温市社会福祉協議会  ☎ ９５５－５５３５ 

 

緊急通報装置設置事業 

内 容 独居高齢者の緊急時の連絡手段を確保するため、緊急通報装置を貸与します。 

対 象 
75歳以上の独居高齢者で、市内に居住し固定電話を所有している方 

※対象者の決定には審査があります 

使 用 料 

生活保護世帯や生計中心者が前年所得税非課税の世帯は、利用者負担はありませ

ん。 

生計中心者の前年所得課税がある世帯は、所得税額に応じて年間の利用者負担が発

生します。 

問 い 合 わ せ 東温市 長寿介護課   ☎ ９６４－４４０８ 

 

生活管理指導員派遣事業 

内 容 
高齢者ができる限り健康で生き生きとした生活を送れるよう、日常生活に対する支

援と指導を行います。 

対 象 社会適応が困難な高齢者 

利 用 料 

（1時間あたり） 
生活保護世帯 0円 市民税非課税世帯 200円 市民税課税世帯 400円 

問 い 合 わ せ 東温市 長寿介護課   ☎ ９６４－４４０８ 

 

 

 
 



 

 

高齢者等 SOSネットワーク事業 

内 容 

認知症等を要因として徘徊の可能性がある方の情報を事前に市に登録していただき、

その情報を松山南警察署と共有し、行方不明になった際には市内の協力事業者に行

方不明者情報を配信し、情報提供を依頼します。 

対 象 認知症等で徘徊の可能性がある高齢者 

事 前 登 録 
申請書に必要事項を記入し、顔写真（データ可・コピー不可）を添えて提出してくだ

さい。申請書は市の HP からダウンロード可。 

イ メ ー ジ 図 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 い 合 わ せ 東温市 長寿介護課   ☎ ９６４－４４０８ 

 

 

 



 

 

ふれあい型給食サービス事業 

内  容 

月 2 回（8 月は除く）給食ボランティアの手作り弁当を一人暮らしの高齢者に民

生児童委員・配食ボランティアが直接手渡しで配っています。 

1人暮らしの孤立感の解消を図るとともに、情報収集、情報提供、安否確認を行い

ます。 

対  象 

市内に居住する 80歳以上の一人暮らし高齢者のうち、孤立感の解消や安否確認等

で民生児童委員が必要と認める方（日中独居や同一敷地内に家族が住んでいる方

は対象外） 

利 用 料 無料 

問い合わせ 東温市社会福祉協議会  ☎ ９５５－５５３５  

※令和 5年 9月から当面の間、新規申請の受付を見合わせています。 

 

ふれあいコール事業 

内 容 
毎週月曜日（祝日の場合は翌日）に電話による通話サービスを行うことにより、

孤立感の解消や安否の確認を行います。 

対 象 

以下の①、②両方を満たす方。 

① 東温市内に居住し、概ね 65 歳以上の独居高齢者で家族や親族等により孤独感

の解消や安否確認が難しく、電話を所有している方。 

② 介護保険サービスや対面で安否確認ができる公的・民間のサービスやホームセ

キュリティー等、この事業の目的と重複されると思われるサービスを利用して

いない方。 

利 用 料 無料 

問い合わせ 東温市社会福祉協議会  ☎ ９５５－５５３５ 

 


